
令和5年10月から平日夜間（19時まで）及び
土曜日（10時から17時まで）の職業相談・職業
紹介サービスが変わります。

ハローワークをご利用の皆様へ

令和5年9月末まで
１．平日夜間（17時15分から19時00分まで）
ハローワークプラザ大宮、ハローワーク川越

２．土曜日（10時00分から17時00分まで）
ハローワークプラザ川口、ハローワークプラザ大宮、
ハローワーク川越、ハローワーク浦和、
ハローワークプラザ所沢、ハローワーク春日部、
ハローワーク草加、ハローワーク越谷

複数施設で実施していた平日夜間・土曜日の
職業相談・職業紹介サービスを「１か所」に
集約します。

今後は、下記施設において、平日夜間は週２回、土曜日は
月２回実施します。

令和5年10月から 「ハローワークプラザ大宮」
１．平日夜間（17時00分から19時00分まで）

毎週月曜日・水曜日
２．土曜日（10時00分から17時00分まで）

第1・第3土曜日

来所相談（予約制） オンライン相談（予約制）

電話相談

サービス提供の実施開始日、予約方法等の詳細については、準備が整い次第、埼玉労働局ホー
ムページ等でお知らせします。 埼玉労働局・ハローワーク

・お持ちのスマートフォン、タブレット、
パソコンなどを通じて、ご自宅などに
いながら職業相談・職業紹介サービス
が受けられます。

・日中、仕事などでハロ－ワークに
訪れることができなかった場合など、
対面で職員と相談することができま
す。

※祝日、年末年始は実施いたしません。


